
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                               

一 

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                   

一 

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                             

二 

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                               

三 

○
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件
二
件                                 

三 

○
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
裁
決
し
た
件                                            

一
〇 

 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

一

　政
党
の
支
部 

　国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部 

 

代
表
者
の
氏 

会
計
責
任
者 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
届
出
年
月
日

名

　
　
　
　
の
氏
名

　
　

自
由
民
主
党
福
島
県

木
村

　謙
一

石
井

　正
浩

い
わ
き
市
久
之
浜
町
久
之

令
和
六
年
一

い
わ
き
市
第
三
支
部

郎

　
　
　
　

浜
字
北
町
一
四
三

　
　
　
二
月
二
六
日

自
由
民
主
党
福
島
県

石
井

　信
夫

岡

　美
佐
子

二
本
松
市
油
井
字
野
辺
三
令
和
六
年
一

二
本
松
市
第
二
支
部

八
︱
一

　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
六
日

自
由
民
主
党
福
島
県

誉
田

　憲
孝

髙
野

　勝
雄

福
島
市
本
内
字
西
畑
四
︱

令
和
六
年
一

福
島
市
第
三
支
部

　

六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
三
日

二

　そ
の
他
の
政
治
団
体 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

会
計
責
任
者 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

届
出
年
月
日 

 
 

名

　
　
　
　
の
氏
名

　
　

 
 

 
 

福
島
県
介
護
障
害
福

鈴
木

　幸
一 

本
田

　知
美 

い
わ
き
市
郷
ヶ
丘
三
︱ 

令
和
七
年
一 

 
 

祉
事
業
者
政
治
連
盟

二
︱
五
○

　
　
　
　
　
　
月
一
五
日

　 
 

 
 

ひ
が
な
つ
み
福
島
県

海
野

　仁

　

 

井
上

　文
美

福
島
市
仲
間
町
六
︱
六

　

 

令
和
七
年
二

 
 

後
援
会

　
　
　
　
　

子

　
　
　
　

月
六
日

　
　 

 
 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

一

　政
党
の
支
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内

　
　
　
　
　容

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

 
 

 

政
治
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

異
動
年
月
日

 
 

名

　
　
　
　

 
 

 
 

新

旧

   

参
政
党
福
島
第
１

八
巻

　裕
一

会
計
責
任

渡
邊

　研
一

松
浦

　里
美

令
和
七
年
一

 

支
部

　
　
　
　
　

者

　
　
　

月
七
日

　
　

参
政
党
福
島
第
３

熊
田

　由
美

会
計
責
任

熊
田

　由
美

近
藤

　玲
花 

令
和
七
年
一

支
部

　
　
　
　
　

者

　
　
　

月
二
一
日

　

自
由
民
主
党
南
郷

五
十
嵐

　伸

主
た
る
事

南
会
津
郡
南

南
会
津
郡
南

令
和
七
年
一

支
部

　
　
　
　
　
人

　
　
　
　
務
所
の
所

会
津
町
和
泉

会
津
町
和
泉

月
二
八
日

　

在
地

　
　
田
字
久
保
田

田
字
寺
町
三

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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二
二
一
一
︱ 

五
五
八

　
　

二

　
　
　
　

代
表
者

　
五
十
嵐

　伸

五
十
嵐

　司

人

　
　
　
　

自
由
民
主
党
福
島

吉
野

　正
芳

主
た
る
事

い
わ
き
市
植

い
わ
き
市
平

令
和
六
年
一

県
衆
議
院
第
六
十

務
所
の
所

田
町
本
町 

尼
子
町
二
︱ 

二
月
二
一
日

支
部

　
　
　
　
　

在
地

　
　
三
︱
五
︱
五

二
六

　
　
　

自
由
民
主
党
福
島

橘
内

　貫
二

会
計
責
任

奥
山

　正
明

栗
原

　英
幸

令
和
六
年
七

県
レ
ン
タ
カ
ー
支

者

　
　
　

月
一
日

　
　

部

　
　
　
　
　
　

二

　そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内

　
　
　
　
　容

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

異
動
年
月
日 

 
 

 

名

　
　
　
　

 
 

 
 

 
新

旧

 
 

 
 

 
 

お
お
こ
う
ち
和
彦

大
河
内

　和

会
計
責
任

並
木

　覚

　
吉
田

　茂

　
令
和
七
年
一

 
 

後
援
会

　
　
　
　
彦

　
　
　
　
者

　
　
　

月
五
日

　
　 

 
 

 

斎
藤
ゆ
う
き
後
援

齋
藤

　喜
人 

主
た
る
事

い
わ
き
市
平

双
葉
郡
富
岡

令
和
六
年
一

 
 

会

　
　
　
　
　
　

 
 

務
所
の
所

中
平
窪
一
︱

町
大
字
本
岡

一
月
一
〇
日

 
 

 
 

在
地

　
　
八
︱
五

　
　
字
清
水
前
一

 
 

 

二
二
︱
八

　

 
 

 
 

 

齋
藤

　裕
喜

代
表
者

　
齋
藤

　裕
喜

齋
藤

　喜
人

令
和
六
年
一

 
 

二
月
一
日

　 
 

会
計
責
任

堀

　隆
浩

　

 

齋
藤

　裕
喜 

 
 

者

　
　
　

 
 

 
 

国
会
議
員

法
第
一
九
条

法
第
一
九
条

 
 

関
係
政
治

の
七
第
一
項

の
七
第
一
項

 
 

団
体
の
区

第
一
号
及
び

第
二
号
に
係

 
 

分

　
　
　

 

第
二
号
に
係

る
国
会
議
員

 
 

 

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

 
 

 

関
係
政
治
団

体

　
　
　
　

 

 

体

　
　
　
　

 
 

 
 

公
職
の
種

衆
議
院
議
員

 
 

類
（
第
一

 
 

号
）

　
　

 
 

 
 

佐
藤
徹
哉
後
援
会

佐
藤

　徹
哉

主
た
る
事

郡
山
市
菜
根

郡
山
市
菜
根

令
和
七
年
一

 
 

務
所
の
所

三
︱
三
九
︱

四
︱
一
九
︱

月
一
七
日

　 
 

在
地

　
　
七

　
　
　
　
一
九

　
　
　

 
 

 
 

代
表
者

　
佐
藤

　徹
哉

山
崎

　五
郎

 
 

 
 

佐
藤
ふ
じ
お
後
援

中
野

　光

　
主
た
る
事

い
わ
き
市
遠

い
わ
き
市
遠

令
和
七
年
一

 
 

会

　
　
　
　
　
　

務
所
の
所

野
町
入
遠
野

野
町
上
遠
野

月
二
五
日

　 
 

在
地

　
　
字
天
王
七
二

字
太
田
八 

 
 

四
︱
一

　
　

 
 

 
 

鈴
木
か
ず
お
後
援

鈴
木

　俊
雄

代
表
者

　
鈴
木

　俊
雄 

和
知

　繁
蔵 

令
和
六
年
一

 
 

会

　
　
　
　
　
　

二
月
一
七
日

 
 

 
 

鈴
木
ひ
ろ
む
後
援

鈴
木

　演

　
代
表
者

　
鈴
木

　演

　
赤
津

　勝
利

令
和
七
年
一

 
 

会

　
　
　
　
　
　

月
三
〇
日

　 
 

 
 

宮
川
政
夫
後
援
会

菊
池

　良
造

政
治
団
体

宮
川
政
夫
後

宮
川
政
夫
東

令
和
六
年
八

 
 

の
名
称

　
援
会

　
　
　
白
川
連
合
後

月
二
七
日

　 
 

援
会

　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解

散

年

月

日

 
 

 
 

税
理
士
に
よ
る
根
本
匠
後
援
会

　
　
　
　
大
橋

　健
二

　
　
令
和
六
年
一
〇
月
三
〇
日
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ひ
き
ち
正
伸
後
援
会

　
　
　
　
　
　
　
　
引
地

　正
伸

　
　
令
和
六
年
一
二
月
六
日

　
　 

 
 

 
栁
田
尚
一
後
援
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
藤

　昌
典

　
　
令
和
六
年
一
二
月
二
九
日

　 
 

 
 

栁
田
尚
一
市
政
研
究
会

　
　
　
　
　
　
　
栁
田

　尚
一

　
　
令
和
六
年
一
二
月
二
九
日

　 
 

 
 

渡
辺
ま
な
ぶ
後
援
会

　
　
　
　
　
　
　
　
渡
邊

　学

　
　
　
令
和
六
年
一
二
月
三
一
日

　 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

資
金
管
理
団
体
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団 
 

 
 

 

届
出
を
し
た
者
（
代 

公
職
の
種
類 

 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

 
 

 

体
の
名
称

　

 
 

表
者
）
の
氏
名

　

 
 

 

　

 
 

 
 

齋
藤

　裕
喜

　
　
衆
議
院
議
員

斎
藤
ゆ
う
き

い
わ
き
市
平
中
平
窪
一
︱

令
和
六
年
一

 
 

後
援
会

　
　
八
︱
五

　
　
　
　
　
　
　
二
月
一
日

　 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
令
和
五
年
分
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博
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（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

 〔令和５年分：通常・その他の政治団体〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

穴 澤 一 郎
後 援 会 6.12.　9 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823

市 村 喜 雄
後 援 会 7.　1.17 56,256 56,256

小 野 利 美
後 援 会 6.12.23

熊 田 義 春
後 援 会 7.　1.24

鈴 木 か ず ひ ろ
後 援 会 7.　1.30

鈴 木 さ お り
後 援 会 7.　1.24

須 藤 ま さ き
後 援 会 7.　1.24

高 玉 良 一
後 援 会 7.　1.22

田 中 京 子
後 援 会 7.　1.29

な か の 孝 一
後 援 会 7.　1.23

半 沢 ま さ の り
後 援 会 7.　1.21

福島県司法書士
政 治 連 盟 6.12.25 1,604,570 1,418,228 150,569 1,430,000 143 24,001 5,000 35,000 40,000 620,468 757,760 1,378,228 756,000

藤 田 利 春
後 援 会 7.　1.27

横 山 あ つ し
後 援 会 7.　1.20

 〔令和５年分：通常・資金管理団体〕

政治団体の名称

届 出 者

（公職の種類）

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

山 口 耕 治 後 援 会
山 口 耕 治

（白河市議会議員）
7.　1.20

 〔令和５年分：通常・政党の支部〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

自 由 民 主 党
大 玉 村 支 部 7.　1.30 679,936 91,589 507,336 49,800 43 ※ 102,800 20,000 31,370 60,219 60,219 91,589

令和 7年 2月25日　火曜日 福 島 県 報 号外第５号 4



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       

（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

 〔令和５年分：通常・その他の政治団体〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

穴 澤 一 郎
後 援 会 6.12.　9 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823 20,823

市 村 喜 雄
後 援 会 7.　1.17 56,256 56,256

小 野 利 美
後 援 会 6.12.23

熊 田 義 春
後 援 会 7.　1.24

鈴 木 か ず ひ ろ
後 援 会 7.　1.30

鈴 木 さ お り
後 援 会 7.　1.24

須 藤 ま さ き
後 援 会 7.　1.24

高 玉 良 一
後 援 会 7.　1.22

田 中 京 子
後 援 会 7.　1.29

な か の 孝 一
後 援 会 7.　1.23

半 沢 ま さ の り
後 援 会 7.　1.21

福島県司法書士
政 治 連 盟 6.12.25 1,604,570 1,418,228 150,569 1,430,000 143 24,001 5,000 35,000 40,000 620,468 757,760 1,378,228 756,000

藤 田 利 春
後 援 会 7.　1.27

横 山 あ つ し
後 援 会 7.　1.20

 〔令和５年分：通常・資金管理団体〕

政治団体の名称

届 出 者

（公職の種類）

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

山 口 耕 治 後 援 会
山 口 耕 治

（白河市議会議員）
7.　1.20

 〔令和５年分：通常・政党の支部〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

自 由 民 主 党
大 玉 村 支 部 7.　1.30 679,936 91,589 507,336 49,800 43 ※ 102,800 20,000 31,370 60,219 60,219 91,589

令和 7年 2月25日　火曜日 福 島 県 報 号外第５号5



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                       

令 和 ５ 年 分  
  政 党  

本 部 又 は 支 部 か ら 供 与 さ れ た 交 付 金 に 係 る 収 入 の 内 訳  

 交 付 金 を 供 与 し た 本 部   
政 治 団 体 の 名 称   金 額 （ 円 ）  

又 は 支 部 の 名 称

自 由 民 主 党 大 玉 村 支 部   自 由 民 主 党 福 島 県 支 部 連 合 会   1 0 2 , 8 0 0
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令和 7年 2月25日　火曜日 福 島 県 報 号外第５号 6



                                       

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

令和 7年 2月25日　火曜日 福 島 県 報 号外第５号7



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       

（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

 〔令和６年分：解散・国会議員政治団体〕
政治団体の名称
資金管理団体の届出
をした者の氏名

（資金管理団体の届出
に係る公職の種類）
国会議員関係政治団
体の区分
公職の候補者の氏名

（公職の候補者に係る
公職の種類）

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

税 理 士 に よ る
根 本 匠 後 援 会

２ 号 団 体
根 本 匠

（ 衆 議 院 議 員 ）

6.11.27 614,964 170,560 372,934 ※ 200,000 200,000 200,000 ※ 42,000 30 48,000 100,560 100,560 22,000 170,560

 〔令和６年分：解散・その他の政治団体〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

ひ き ち 正 伸
後 援 会 6.12.　6

栁 田 尚 一
後 援 会 7.　1.　8 12,651 12,651 12,651 12,651 12,651

栁 田 尚 一
市 政 研 究 会 7.　1.　8

渡 辺 ま な ぶ
後 援 会 7.　1.15
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       

（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

 〔令和６年分：解散・国会議員政治団体〕
政治団体の名称
資金管理団体の届出
をした者の氏名

（資金管理団体の届出
に係る公職の種類）
国会議員関係政治団
体の区分
公職の候補者の氏名

（公職の候補者に係る
公職の種類）

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

税 理 士 に よ る
根 本 匠 後 援 会

２ 号 団 体
根 本 匠

（ 衆 議 院 議 員 ）

6.11.27 614,964 170,560 372,934 ※ 200,000 200,000 200,000 ※ 42,000 30 48,000 100,560 100,560 22,000 170,560

 〔令和６年分：解散・その他の政治団体〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

ひ き ち 正 伸
後 援 会 6.12.　6

栁 田 尚 一
後 援 会 7.　1.　8 12,651 12,651 12,651 12,651 12,651

栁 田 尚 一
市 政 研 究 会 7.　1.　8

渡 辺 ま な ぶ
後 援 会 7.　1.15

令和 7年 2月25日　火曜日 福 島 県 報 号外第５号9



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                       

令 和 ６ 年 分  
  国 会 議 員 関 係 政 治 団 体  
  １   寄 附 の 内 訳 （ 同 一 の も の か ら 年 間 ５ 万 円 を 超 え る 寄 附 が あ っ た も の ）  
 
  寄 附 者 の  寄 附 者 の  寄 附 金 額   
 政 治 団 体 の 名 称     住 所 ・ 所 在 地  
 区 分 氏 名 ・ 名 称 （ 円 ）
 
 税 理 士 に よ る 根 本  政 治 団 体 福 島 県 税 理 士 政 治 連 1 0 0 , 0 0 0 郡 山 市          
 匠 後 援 会         盟                

  ２   事 業 収 入 の 内 訳  
 
 政 治 団 体 の 名 称 事 業 の 種 類 金 額 （ 円 ）
 
 税 理 士 に よ る 根 本 匠 後 援 会   総 会                         4 2 , 0 0 0

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号 

令
和
六
年
六
月
三
十
日
執
行
の
石
川
町
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
し
、

福
島
県
郡
山
市
中
田
町
海
老
根
字
欠
下
六
六
番
地
の
二
髙
橋
翔
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ

い
て
、
令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

裁

　
　決

　
　書 

福
島
県
郡
山
市
中
田
町
海
老
根
字
欠
下
六
六
番
地
の
二 

審
査
申
立
人

　髙
橋

　翔 

　右
記
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
六
年
九
月
十
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た

同
年
六
月
三
十
日
執
行
の
石
川
町
長
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
選
挙
の
効
力

及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
以
下
「
本
件
審
査
の
申
立
て
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。 

　
　
　主

　
　文 

　本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。 

　
　
　審
査
の
申
立
て
の
要
旨 

　申
立
人
は
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
し
、
令
和
六
年
七
月
四
日
を

も
っ
て
石
川
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
町
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
異
議
の
申
出
を
し
た

と
こ
ろ
、
町
委
員
会
は
同
年
九
月
二
日
付
け
で
、
こ
の
申
出
を
棄
却
す
る
旨
の
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」

と
い
う
。
）
を
行
い
、
原
決
定
書
を
申
立
人
に
交
付
し
た
。 

　こ
れ
に
対
し
て
、
申
立
人
は
原
決
定
を
不
服
と
し
て
、
当
委
員
会
に
対
し
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、

選
挙
及
び
当
選
を
無
効
と
す
る
裁
決
を
求
め
本
件
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
。 

　審
査
申
立
書
及
び
審
査
申
立
補
正
書
に
お
け
る
主
張
か
ら
、
そ
の
理
由
を
要
約
す
れ
ば
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

　本
件
選
挙
の
前
後
に
お
い
て
選
挙
長
が
当
選
人
首
藤
へ
の
候
補
一
本
化
に
向
け
た
声
か
け
等
選
挙
運

動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
並
び
に
当
選
人
首
藤
及
び
首
藤
陣
営
が
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
郵
送
し
て
い
た
こ

と
は
公
職
選
挙
法
に
違
反
す
る
た
め
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
と
の
裁
決
を
求
め
る
。
ま
た
、
本
件

選
挙
の
前
後
に
お
い
て
選
挙
長
が
当
選
人
首
藤
へ
の
候
補
一
本
化
に
向
け
た
声
か
け
等
選
挙
運
動
を
行
っ

て
い
た
こ
と
並
び
に
当
選
人
首
藤
及
び
首
藤
陣
営
が
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
郵
送
し
て
い
た
こ
と
は
公
職

選
挙
法
に
違
反
す
る
た
め
、
選
挙
会
の
決
定
に
は
誤
り
が
あ
り
、
当
選
人
首
藤
の
当
選
を
無
効
と
す
る

と
の
裁
決
及
び
票
の
再
点
検
を
求
め
る
。 

　
　
　裁
決
の
理
由 

　当
委
員
会
は
、
申
立
人
か
ら
提
起
さ
れ
た
本
件
審
査
の
申
立
て
を
適
法
な
も
の
と
認
め
て
受
理
し
、

町
委
員
会
に
審
査
申
立
書
に
対
す
る
弁
明
書
の
提
出
の
機
会
を
付
与
し
、
ま
た
、
申
立
人
に
弁
明
書
に

対
す
る
反
論
書
の
提
出
の
機
会
を
付
与
し
、
更
に
は
申
立
人
に
対
し
て
口
頭
意
見
陳
述
の
機
会
を
付
与

し
、
慎
重
に
審
理
を
行
っ
た
。 

一

　判
断
基
準
に
つ
い
て 
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　㈠

　選
挙
の
効
力
に
つ
い
て 

お
よ
そ
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
公

選
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ

り
、
当
該
規
定
違
反
の
た
め
に
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。 

こ
こ
で
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
と
は
、
「
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る

機
関
が
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
、
又
は
直
接
そ
の
よ

う
な
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
、
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙

の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
」
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
十
一
年
二
月
十
八
日

判
決
）
と
さ
れ
て
お
り
、
選
挙
人
、
候
補
者
、
選
挙
運
動
者
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し
罰
則
規

定
違
反
の
行
為
の
ご
と
き
は
、
こ
れ
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
」
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
十
一
年

二
月
十
八
日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
「
そ
の
違
反
が
な
か
つ
た

な
ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
す
な
わ
ち
候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
つ
た
結
果

の
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
」
（
最
高
裁
判
所
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
十
四
日
判
決
）

と
さ
れ
て
い
る
。 

　㈡

　当
選
の
効
力
に
つ
い
て 

公
選
法
第
二
百
八
条
の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
「
有
効
に
行
わ
れ
た
選
挙
に

お
い
て
、
当
選
人
の
決
定
が
違
法
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
決
定
を
し
た
機
関
の
構
成
若
し
く

は
そ
の
手
続
、
各
候
補
者
の
有
効
得
票
数
の
算
定
、
ま
た
は
、
当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の
有
無

の
認
定
に
つ
い
て
違
法
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
当
選
人
と
決
定
せ
ら
れ
た
者
の
当
選
の
効
力

を
争
う
訴
訟
を
い
い
、
広
く
選
挙
の
法
規
の
違
反
、
殊
に
当
選
人
等
の
行
為
が
同
法
（
注
：
公
選

法
）
中
罰
則
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
選
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合

を
含
ま
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
」
（
東
京
高
等
裁
判
所
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
七

日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
当
選
人
等
の
行
為
が
公
選
法
中
罰
則
に
掲
げ
る
行

為
に
該
当
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
当
選
の
無
効
の
理
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。 

ま
た
、
当
選
人
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
当
選
無
効
に
つ
い
て
、
「
仮
に
当
選
人
が
当
該
選
挙
に
関

し
て
公
選
法
上
の
罰
則
に
掲
げ
る
罪
を
客
観
的
に
犯
し
た
と
し
て
も
当
選
人
が
そ
の
犯
罪
（
但
し
、

公
選
法
第
二
百
五
十
一
条
所
定
の
罪
に
限
る
。
）
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
限
り
、

当
該
選
挙
に
関
し
当
選
人
が
現
実
に
右
罰
則
該
当
の
行
為
を
し
た
と
い
う
事
実
の
み
を
理
由
と
し

て
当
該
選
挙
人
の
当
選
無
効
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ

て
い
る
（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
四
年
十
二
月
十
七
日
判
決
）
。 

さ
ら
に
、
当
選
人
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
当
選
無
効
に
つ
い
て
、
「
当
選
人
ま
た
は
選
挙
運
動

者
も
し
く
は
出
納
責
任
者
が
そ
の
選
挙
に
関
し
右
の
い
ず
れ
か
の
選
挙
犯
罪
（
注
：
公
選
法
第
二

五
一
条
又
は
同
法
二
五
一
条
の
二
所
定
の
選
挙
犯
罪
）
を
犯
し
た
か
否
か
、
如
何
な
る
刑
に
処
す

べ
き
か
の
判
定
は
専
ら
刑
事
訴
訟
手
続
に
従
い
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
つ
て
の
み
な
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
公
職
選
挙
に
お
い
て
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
者
も
し
く
は

選
挙
運
動
総
括
主
宰
者
等
が
公
職
選
挙
法
の
い
ず
れ
か
の
罰
則
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
か
否
か
、

こ
れ
に
つ
き
如
何
な
る
刑
に
処
す
べ
き
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
法
二
〇
六
条
、
二
〇
七
条
所

定
の
手
続
に
お
い
て
異
議
決
定
も
し
く
は
訴
願
裁
決
を
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
ま
た
は
当
選
の
効

力
に
関
す
る
裁
判
を
す
る
裁
判
所
は
こ
れ
を
審
理
判
定
す
る
責
務
権
限
を
有
し
な
い
」
と
さ
れ
て

い
る
（
最
高
裁
判
所
昭
和
三
十
五
年
九
月
十
三
日
判
決
）
。 

二

　当
委
員
会
の
判
断 

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
検
討
す
る
。 

　㈠

　選
挙
の
効
力
に
つ
い
て 

申
立
人
が
主
張
す
る
選
挙
の
無
効
の
理
由
は
、
本
件
選
挙
の
前
後
に
お
い
て
選
挙
長
が
当
選
人

首
藤
へ
の
候
補
一
本
化
に
向
け
た
声
か
け
等
選
挙
運
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
並
び
に
当
選
人
首
藤

及
び
首
藤
陣
営
が
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
郵
送
し
て
い
た
こ
と
は
公
選
法
に
違
反
す
る
こ
と
で
あ
る

と
こ
ろ
、
こ
れ
は
選
挙
人
、
候
補
者
、
選
挙
運
動
者
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し
罰
則
規
定
違
反

の
行
為
の
存
在
の
主
張
に
と
ど
ま
り
、
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
に
よ
る
選
挙
の
管
理
執
行
の

手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
違
反
に
は
該
当
せ
ず
、
ま
た
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
、
選
挙
の

自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
場
合
に
も
該
当
し
な
い
。 

ま
た
、
申
立
人
は
、
そ
の
主
張
す
る
公
選
法
違
反
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
す
な

わ
ち
候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
な
っ
た
結
果
の
生
ず
る
可
能
性
が
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
具
体
的
な
主
張
を
し
て
い
な
い
。 

以
上
よ
り
、
申
立
人
が
本
件
選
挙
の
効
力
を
無
効
と
す
る
理
由
は
、
公
選
法
第
二
百
五
条
第
一

項
で
規
定
す
る
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
り
、
当
該
規
定
違
反
の
た
め
に
選
挙
の
結
果

に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
は
当
た
ら
ず
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。 

　㈡

　当
選
の
効
力
に
つ
い
て 

申
立
人
が
主
張
す
る
当
選
人
首
藤
の
当
選
の
無
効
の
理
由
は
、
本
件
選
挙
の
前
後
に
お
い
て
選

挙
長
が
当
選
人
首
藤
へ
の
候
補
一
本
化
に
向
け
た
声
か
け
等
選
挙
運
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
並
び

に
当
選
人
首
藤
及
び
首
藤
陣
営
が
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
郵
送
し
て
い
た
こ
と
は
公
選
法
に
違
反
す

る
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
当
選
人
等
の
行
為
が
公
選
法
中
罰
則
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す

る
こ
と
の
主
張
に
と
ど
ま
り
、
当
選
人
の
決
定
が
違
法
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
決
定
を
し
た

機
関
の
構
成
若
し
く
は
そ
の
手
続
、
各
候
補
者
の
有
効
得
票
数
の
算
定
、
ま
た
は
、
当
選
人
と
な

り
得
る
資
格
の
有
無
の
認
定
に
つ
い
て
違
法
が
あ
る
こ
と
に
は
該
当
し
な
い
。 

し
か
も
、
当
選
人
首
藤
が
申
立
人
の
主
張
す
る
選
挙
犯
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
証

拠
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
当
選
人
首
藤
等
が
公
選
法
の
い
ず
れ
か
の
罰
則
に
違
反
す
る
行
為
を

し
た
か
否
か
及
び
こ
れ
に
つ
き
如
何
な
る
刑
に
処
す
べ
き
か
を
当
委
員
会
が
審
理
判
定
す
る
責
務

権
限
を
有
し
な
い
こ
と
も
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。 

以
上
よ
り
、
申
立
人
が
当
選
人
首
藤
の
当
選
を
無
効
と
す
る
理
由
は
、
当
選
人
首
藤
の
当
選
無

効
原
因
に
は
当
た
ら
ず
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。 

な
お
、
申
立
人
は
票
の
再
点
検
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
も
そ
も
票
の
再
点
検
を
し
て
も
選

挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
票
の
再
点
検
を
行
う
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
点
、
申
立
人
は
、
票
の
再
点
検
を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
、
申
立
人
の
町
委
員
会
委
員
長
に

対
す
る
令
和
六
年
八
月
十
三
日
付
け
回
答
書
で
は
、
①
選
挙
不
正
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

②
開
票
方
法
の
改
善
に
よ
り
精
度
が
上
が
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、
③
無
効
票
の
内
容
を

開
示
す
る
こ
と
で
有
権
者
の
行
政
に
対
す
る
不
信
感
を
払
拭
す
る
た
め
の
三
点
で
あ
る
こ
と
を
認
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め
て
い
る
ほ
か
、
口
頭
審
理
に
お
い
て
は
、
票
の
再
点
検
を
求
め
る
目
的
に
つ
い
て
、
申
立
人
と

相
手
候
補
の
当
落
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
は
な
い
と
言
明
し
て
お
り
、
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及

ぼ
し
う
る
事
情
に
つ
い
て
は
何
ら
主
張
し
て
い
な
い
。
以
上
に
よ
り
、
票
の
再
点
検
を
行
う
必
要

性
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。 

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 
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